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【風しん抗体検査についてのおしらせ】 

昭和 37年 4月 2日～昭和 54 年 4月 1日生まれの男性の皆様へ 

～あなたは風しん抗体がない可能性があります～ 

お住まいの市町より風しん抗体検査・予防接種に関するお知らせ（クーポン券）が 

届いていませんか？                         

★クーポン券を利用すると令和 4年 3月 31日までの期間に限り、風しん抗体検査・ 

予防接種が無料で受けられます 
★職場での健康診断の機会に風しんの抗体検査が受けられます      

 

＊公的な風しんの予防接種を受ける機会がなかった昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日の 

間に生まれた男性は 風しん抗体保有率が他の世代に比べて低く（約８０％）なっています。 

 

＊クーポン券を利用して、まずは抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、十分な量の抗体が 

 ない方は、予防接種の対象となります。（当事業団で予防接種は実施しておりません）  

 

＜よくあるご質問＞ 
 

  Q. クーポン券がまだ届いていませんが、抗体検査を受けることはできますか？ 

 

  A. クーポン券が無ければ、原則としては、抗体検査を受けることはできません。 

    3 年間の事業ですので、2 年目、3 年目に受けていただいても問題ありません。 

詳しくは、お住まいの市町にお問い合わせください 

   

＊令和元年度は昭和 47年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日生まれの男性にクーポン券が 

送付されます。令和元年度にクーポン券が送付されていない対象年齢の男性も市町に希 

望すればクーポン券が発行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

市町から送付されるクーポン券（イメージ） 

＊健康診断の際に採取した血液で抗体検査が 

できます。 

必ずクーポン券を持参してください。 

＊検査結果は後日ご自宅にお送りします。  

 （健診結果票には記載されません） 

《当事業団で抗体検査を受けられる方へ》 



「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が公表されました！ 

パソコン等の情報機器を使用して行う作業における労働衛生管理については、 

平成 14年通達「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」により、 

健診などが行われていました。近年、職場における IT化はますます進行し、情報 

機器作業を行う労働者の範囲はより広くなり、作業形態はより多様化しています。 

今回、新たに「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が 

まとめられ公表されました。（令和元年 7月 18 日公表） 

 

くわしくはこちらへ ⇒  情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン   

 

★健康診断は一般の健康診断と同時に実施することができます。詳細につきましてはお問い合わせください。 

職場における受動喫煙防止については「労働安全衛生法（安衛法）」により対策が進められていますが、

これに関連し、2018年 7月、健康増進法の一部を改正する法律（改正法）が成立し、本年 1月 24日

より順次施行されています。 

改正法は、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権限者等に、当該多数

の者の望まない受動喫煙を防止するための義務を課すもの。安衛法は、職場における労働者の安全と健

康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について

努力義務を課すものです。 

受動喫煙防止のために事業者が実施すべき事項を一体的に示し、事業者における受動喫煙防止対策の

一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されました。 

 

改正法の施行スケジュール 

2019年 2020年
7月 9月（ラグビーW 杯） 4月 7月（東京オリパラ）

1/24  一部施行①（喫煙する際の周囲の状況への配慮義務）

　7/1 一部施行②（学校・病院・児童福祉施設等、行政機関）

原則敷地内禁煙

　4/1 全面施行（上記以外の施設等）

原則屋内禁煙
 

 

くわしくはこちらへ ⇒  職場における受動喫煙防止のためのガイドライン  

 

〒859-0401 諫早市多良見町化屋 986-3 

TEL 0957-43-7131（代表） FAX 0957-43-7139  

http://www.npmhc.jp 

 

検 索 

今年の 9 月にはラグビーワールドカップが日本で開催されます。 

そしていよいよ2020年には東京オリンピック・パラリンピックです。

しっかと受動喫煙対策に取り組んで、外国からのお客様を     

お迎えしましょう！ 

 

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されました！ 

検 索 


